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第４章 地球環境の保全 

 

 

１ 地球温暖化対策 

 

①地球温暖化とは 

地球の大気中には、水蒸気・二酸化炭素・メタンなどの「温室効果ガス」と呼ばれる気体があり

ます。太陽から地表に届いたエネルギーは地表を暖め、その熱は赤外線という形で放尃されますが、

温室効果ガスにはその赤外線を吸収するという働きがあります。吸収された熱は再び地表に向かっ

て放尃され、地表を暖めます。これが「温室効果」です。 

温室効果がないと地球の平均気温は－19℃に

なってしまいます。温室効果があることによって、

地上は現在のような生態系が保たれているので

す。 

ところが現在、化石燃料の使用等といった人類

の活動によって二酸化炭素などの温室効果ガス

の排出量が伸び、大気中の濃度が増加し続けてい

ます。このため、地表付近の気温が急速に上昇し

ています。これが地球温暖化と言われる現象です。

地上気温は過去 100年間に世界全体では 0.74℃、

日本では 1.1℃上昇しました。気候変動に関する

政府間パネル（ＩＰＣＣ）の予測では、地表の平

均気温は 21世紀末までに 1.1～6.4℃も上昇する

と言われています。また、今後 20年間は、0.4℃

気温が上昇すると予測されています。 

 

②国際的な動き 

この地球温暖化問題は、1980年代に科学者の間で徐々に問題視されるようになり、昭和 60（1985）

年にフィラハ（オーストリア）で開かれた会議に参加していた科学者の呼びかけにより、急速に国

際的な問題として捉えられるようになりました。平成４（1992）年６月にリオ・デ・ジャネイロ（ブ

ラジル）で開催された「環境と開発に関する国連会議」（地球サミット）では、温暖化の進行をお

さえるため、気候変動枞組条約が採択され、平成６（1994）年３月に発効しました。 

平成９（1997）年 12 月、京都で行われた地球温暖化防止京都会議（COP3）で「京都議定書」が

採択され、先進国の６種類の温室効果ガス排出量の削減目標が決められました。この中で、日本は

平成 20（2008）年から平成 24（2012）年の間（第１約束期間）に平成２（1990）年と比較して６％

削減することになりました。「京都議定書」は、ロシアの批准によって要件が満たされ、平成 17

年２月に発効しており、平成 23（2011）年３月現在の京都議定書批准国は日本を含め、192か国と

なっています。 

また、「京都議定書」の第１約束期間終了後の国際枞組の構築に向けて交渉が進められ、平成 21

（2009）年 12 月に気候変動枞組条約第 15 回締約国会議（COP15）においては、温室効果ガスに関

して、先進国の削減目標及び途上国の削減行動を提出し、国際的に測定・報告・検証することや、

先進国による途上国への温暖化対策の支援を行うこと等について述べた「コペンハーゲン合意」に

留意することが決定されました。 
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そして、平成 22（2010）年 12 月にカンクンで行われた、気候変動枞組条約第 16 回締約国会議

(COP16)においては「カンクン合意」が採択され、先進国と途上国の両方が排出削減の目標や行動

を掲げて共に取り組むことが盛り込まれるなど平成 25（2013）年以降の新たな枞組の構築に向けて

前進しています。 

さらに、平成 23（2011）年 11月から 12月にかけて南アフリカ共和国・ダーバンで行われた、気

候変動枞組条約 17回締約国会議（COP17）においては、将来の枞組みへの道筋、京都議定書第二約

束期間に向けた合意、緑の気候基金、及び「カンクン合意」の実施のための一連の決定、という４

つの大きな成果がありました。 

 

③地球温暖化対策の総合的な推進 

日本でも「京都議定書」に基づき、地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国・

地方公共団体・事業者及び国民といった各主体の責務と取組等を定めた「地球温暖化対策の推進に

関する法律」が、平成 11（1999）年４月に全面施行され、この法律に基づき、それぞれの各主体が

講ずべき措置に関する基本的事項等を定めた「地球温暖化対策に関する基本方針」が閣議決定され

ました。また、平成 14（2002）年６月の改正の際に、日本として「京都議定書」を批准するととも

に、地球温暖化防止活動推進員や都道府県地球温暖化防止活動推進センター、地域協議会などの取

組が新たに追加されました。このうち、地球温暖化防止活動推進員については、平成 23（2011）年

度には本市在住の方からも７人が委嘱されています。また、平成 20（2008）年６月には特例市以上

の地方自治体における実行計画の策定の義務づけや、CO２排出量の見える化の促進、温室効果ガス

排出量の算定・報告・公表制度が取り決められました。 

京都議定書が発効し、６％削減を達成するため、国では京都議定書目標達成計画を策定し、『環

境と経済の両立』の基本的考えに立って、国・地方公共団体・事業者・国民といった全ての主体が

参加・連携して取り組むこととし、中でも国民運動を強力に推進するため、内閣総理大臣を本部長

とする「地球温暖化対策本部」において、『チーム・マイナス６％』が立ち上げられ、クールビズ・

ウォームビズをはじめとする様々な取組が進められ、さらに、温室効果ガス排出量を平成 32（2020）

年までに平成２（1990）年比で 25％削減するための国民的運動を、「チャレンジ２５キャンペーン」

として平成 22（2010）年 1月から、新たに展開しています。 

「チャレンジ２５キャンペーン」は、これまでの「チーム・マイナス６％」から、より削減に向

けた運動へと生まれ変わり展開するものとされており、オフィスや家庭などにおいて実践できる

CO2 削減に向けた具体的な行動を「６つのチャレンジ」として提案し、その行動の実践を広くよび

かけています。 

また、「京都議定書」の第１約束期間終了後の平成 25（2013）年以降の地球温暖化対策について、

国では中長期的な低炭素社会構築に向けて対策・施策を総合的・計画的に進めるため、平成 22（2010）

年 12 月に「中長期の温室効果ガス削減目標を実現するための対策・施策の具体的な姿（中長期ロ

ードマップ）（中間整理）」を取りまとめました。しかし、東日本大震災、東京電力福島第一原子

力発電所の事故をうけ、原子力発電への依存度を平成 42（2030）年には５割とするとした現行のエ

ネルギー基本計画（平成 22（2010）年６月閣議決定）を白紙で見直すべき状況にあることなどから、

平成 23（2011）年６月、新成長戦略実現会議は、エネルギー・環境会議を設け、エネルギー・環境

戦略を練り直すこととしました。同年 10 月には、国家戦略会議が設置されたことに伴い、エネル

ギー・環境会議は国家戦略会議の分科会として位置付けられるとともに、平成 25（2013）年以降の

地球温暖化対策についても検討を行っています。 

本市では、「エコオフィスプランいばらき」の中の「６ 地球温暖化対策に関する取り組み」に

おいて具体的な取組内容や数値目標等を定めています。なお、推進状況については、「第４部第１

章１ エコオフィスプランいばらき」の項で述べます。 

さらに、市域の温室効果ガス排出量の削減目標を定めた「茨木市地球温暖化実行計画」を策定し、

その削減に向けた取組を総合的・計画的に推進することとしています。


